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日本年金機構から公表された 19 歳以上 23 歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とＱ＆A 

 

国税庁より「令和７年分 年末調整のしかた」（全 64 ページ、以下「パンフレット」という。）が公表されまし

た。今年の年末調整には複数の変更点があります。企業においては早めの確認と実務への備えが大切です。パンフレ

ットでは、「昨年と比べて変わった点」として、以下の３つが挙げられています。 

 

◆年末調整のしかた～改正項目 

１ 所得税の基礎控除の見直し等 

(1) 基礎控除の見直し：合計所得金額に応じて基礎控除額が 58 万円～95 万円に 

(2) 給与所得控除の見直し：最低保障額が 65 万円に 

(3) 特定親族特別控除の創設：所得者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族で合計所得金額が 

58 万円超 123 万円以下の「特定親族」がいる場合、合計所得金額に応じて３万円～63 万円を控除 

(4) 扶養親族等の所得要件の改正：同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件が 58 万円以下に 

２ 年末残高調書を用いた方式（調書方式）による住宅借入金等特別控除 

３ 令和８年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項 

※上記のほか、パンフレットの表紙には「通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整 

での対応が必要となることがあります」との注意書きもあり。 

 

誤りのない年末調整のためには、制度への従業員の理解が不可欠です。そのためにも、今回公表されたパンフレッ

トや 10 月に公開予定の「年末調整がよくわかるページ」（国税庁）を確認し、改正点の周知に努めましょう。 

【国税庁「令和７年分 年末調整のしかた」】 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf 

◆19 歳以上 23 歳未満の年間収入要件が「150 万円未満」

に 

扶養認定日が令和７年 10 月１日以降で、扶養認定を受け

る者が 19 歳以上 23 歳未満の場合は、現行の要件である「年

間収入 130 万円未満」が「年間収入 150 万円未満」に変更

になります。「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。 

年齢要件（19 歳以上 23 歳未満）は、扶養認定日が属する

年の 12 月 31 日時点の年齢で判定されます。 

◆Ｑ＆Ａ  日本年金機構のＱ＆Ａでは、以下のようなことが示されています。 

・あくまで年齢によって判断され、学生であることの要件は求めない。 

・年間収入が 150 万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定される。具体的には、認定

対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後１年間の収入を見込むこととなる。 

・令和７年 10 月１日以降の届出で、令和７年 10 月１日より前の期間について認定する場合、19 歳以上 23 歳未満

の被扶養者にかかる年間収入の要件は 130 万円未満で判定する。

 同内容は従業員への周知も必要になりますので、よく確認しておきましょう。 

 

【日本年金機構「19 歳以上 23 歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」】 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html 

 

 国税庁が「年末調整のしかた」を公表しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆被扶養者認定における年間収入要件の変更 

令和７年度税制改正において、19 歳以上 23 歳

未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除

の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、

扶養認定を受ける者（被保険者の配偶者を除く）が

19 歳以上 23 歳未満である場合の年間収入要件の

取扱いが変わり、日本年金機構のホームページで

は、変更内容の案内やＱ＆Ａを公表しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月５日までに、最低賃金について、すべての都道府県の地方最低賃金審議会で答申が取りまとめられ、

それらの結果、初めて全都道府県で 1,000 円を超え、全国加重平均は 1,121 円となりました（現在の 1,055 円

から過去最大の 66 円引上げ）。厚生労働省は、最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者に対する支援

策として、９月５日から「業務改善助成金」の拡充を行うことを発表しました。 

◆業務改善助成金とは 

生産性向上に資する設備投資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を行うとともに、事業

場内最低賃金を一定額（各コースに定める金額）以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助

成するものです。 

◆拡充内容１：申請可能な事業所が拡大 

従来、事業場内最低賃金と改定前の地域別最低賃金の差額が 50 円以内の事業所が対象であったところを、事業

場内最低賃金が「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。 

◆拡充内容２：賃金引上げ計画の事前提出を省略可能に 

従来、賃金引上げ後の申請は不可（申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる）であったとこ

ろ、令和７年９月５日から令和７年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上

げ計画の事前提出が不要となります。 

◆中小企業庁でも補助金拡充へ 

中小企業庁においても、以下の補助金の拡充（対象の拡大、要件緩和等の措置）を行うこととしています。 

① ものづくり補助金 

② ＩＴ導入補助金 

③ 中小企業省力化投資補助金（一般型） 

 

最低賃金引上げに向けた環境整備のため｢業務改善助成金｣が拡充されます！ 

 

厚生労働省は、毎年 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」と位置づけ、労働者の年次有給休暇取得を促進するた

めの広報・啓発活動を展開しています。 

年次有給休暇は働く人の心身の健康保持や生活の質の向上にとって重要な制度であり、働き方改革を推進するうえ

でも欠かせないものです。取得率は約 65％にとどまっており、政府は 2028 年度までに 70％の達成を目指してい

ます。企業においては、促進期間を一つの機会として、取得率向上に向けた取組みが求められます。 

 
◆年次有給休暇の年５日取得義務の確実な履行 

労働基準法の改正により、2019 年４月から使用者

は年次有給休暇が 10 日以上付与される労働者に対

し、５日の年次有給休暇を取得させる義務を負ってい

ます（労働基準法第 39 条第７項）。 

この義務は、雇用形態にかかわらず該当するすべて

の労働者が対象です。取得義務を果たしていない場合

には、30 万円以下の罰金が科されることもあるた

め、法令を遵守した確実な管理が求められます。 

年次有給休暇の取得促進には、計画的な業務運営や

休暇の分散化に役立つ「年休の計画的付与制度」や、

働く人の事情に応じた柔軟な休み方を可能にする「時

間単位年休」の活用も考えられます。 

◆取得しやすい職場環境の整備を進める 

取得を促進するためには、計画的付与制度の活用や繁忙

期を避けた時期の調整、管理職への周知などが有効です。

また、業務の割振りや職場内の雰囲気づくりといった面か

らも、取得しやすい環境を整備していく必要があります。 

こうした取組みは、働く人の健康維持にとどまらず、モ

チベーションの向上や職場の定着率の改善にもつながるも

のと考えられます。 

企業は、制度の趣旨を踏まえ、年次有給休暇の取得が円

滑に進むような体制づくりを進めることが求められます。 

 

【厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」】 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ 

10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です 

 



10 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第３期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


